
※マイナ免許証：免許情報が記録されたマイナンバーカード　

○ オンラインによる更新時講習の受講には、マイナポータル連携が必要です。
○ マイナ免許証の免許更新時には、オンライン講習の受講有無、保有形態にかかわらず、事前に予約してから来場する必要があります
　（７０歳以上の方や警視庁から送付された更新連絡はがきがない方等を除く。）。

マイナ免許証※をお持ちの方は、
免許更新時講習の

オンライン受講が可能です。
（優良運転者または一般運転者が対象）

運転免許試験場で
マイナンバーカードと
運転免許証の一体化

更新期間内のお好きな時間に
オンラインで更新時講習
を受講し、来場予約を行う

※当日講習受講不要（署名用電子証明書の暗証番号必須）

更新お知らせ
はがき

予約した
更新会場で
更新手続を行う

マイナ免許証更新時のオンライン講習受講イメージ

更新時の講習は
オンラインで！

更新会場自宅等

マイナ
免許証
なら

警視庁 免許証一体化
ホームページ

運転免許試験場


